
日　　　時 ： 2023年 3月 16日（木） 10：00～ 17：00
開 催 方 法 ： 弊社へのご来社と、オンラインの同時開催となります。
会　　　場 ： 〈ご来社〉 ウエストロー・ジャパン株式会社 会議室　東京都港区西新橋3 -16 -1 1 愛宕イーストビル4階
　　　　　  　ご来社の参加人数は、感染対策のため12名限定（先着順）となります。
　　　　　  　 先着締め切り以降のお申込みはオンラインでのご参加となります。予めご了承いただけます様お願いいたします。

〈オンライン〉 Zoomミーティングでの開催です。
　　　　　　　お申込みの際の備考欄に「オンライン希望」とご記入ください。 
申　込　先 ： 国際商事法研究所会員の方 : https://coubic.com/seminar-westlawjapan/440124
　　　　　　　　　　　　　　  非会員の方 : https://coubic.com/seminar-westlawjapan/495243
受　講　料 ： 会員  37,500円（税込）、 非会員  60,000円（税込）
申 込 締 切 ： 2023年3月 15日（水） 12：00
教　　　材 ： 事前に当日使用する課題・資料をお送りいたします。
お問い合わせ先 ：seminar@westlawjapan.com

　本講座は、「国際英文契約」の入門について受講された法務スタッフの能力向上をはかるため、国際ビジネスにとって不可欠の国際英文契
約の具体的な題材をもとにした英文契約書の作成のコツなどについて、実践演習を行うもので、国際商事法研究所とウエストロー・ジャパン
株式会社として初の演習のみの講義内容となっております。
　講師の長谷川弁護士は、米国ワシントン大学ロースクール終了後、ニューヨークとロンドンの著名な法律事務所で実務に従事され、現在、
第一線の渉外弁護士として活躍されているエキスパートであり、氏の懇切丁寧な指導ぶりには定評がございます。
法務の国際化が進展するなかで、国際法務部門のスタッフを対象にした本講座を各社の研修期間として利用していただきたく、ご案内いたします。
　奮ってのご参加、ご利用をお願い申し上げます。

一般社団法人 国際商事法研究所&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー
「英文契約を学ぶ」入門編を終えた方へ
国際英文契約初級講座
英文契約文書作成の実践演習を一日で！
講師 ： 長谷川俊明法律事務所　弁護士　長谷川俊明

※本セミナーは、企業の経営企画・法務・総務・知財部門の責任者様ならびに実務担当者様を対象としています。
　個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきましてはご参加をお断りする場合がございます。

※2月14日開催済み「入門編」セミナーにご参加された方、またはオンデマンド配信で受講された方がお申込みいただけます。
　詳細は seminar@westlawjapan.com  までお問い合わせください。
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プログラム
Ⅰ. 交渉過程における英文法律文書の作成
　　　　　　　　 　 1 . 議事録（minutes）の作成とポイント 
　　　　　　　　 　 2 . 予備的合意書（LOIやMOU）の作成とポイント
　　　　　　　　 　 3 . 秘密保持契約（S.A./N.D.A.）の締結と本契約の関係
　　　　　　　　 　 4 . 催告状（demand letter）解約通知などによるリーガルコミュニケーション
　　　　　　　　 　 5 . リーガルコミュニケーションのための法律文書の英語ポイント
　　　　　　　　 　 6 . サステナブルな英文契約と必要な条項

Ⅱ. 英文契約書の作成実務(演習）
　　　　　　　　 　 1 . 簡単なレターの取り交わしによる売買契約の起案
　　　　　　　　 　 2. グローバルサプライチェーン強化のための契約の締結交渉開始にあたって取り交わす           
　　　　　　　　 　 　 秘密保持契約（S.A./N.D.A.）の実例検討
　　　　　　　　 　 3 . グローバルサプライチェーンのための国際ライセンス契約の場合
　　　　　　　　 　 　 （ 1）第 1段階…形式、基本的枠組みの選択
　　　　　　　　 　 　 （2）第2段階…条項ごとの検討、作成
　　　　　　　　 　 　 　　・ 原料等の安定調達のための条項、不安の抗弁権の規定     ・ 人権デューデリジェンス条項のドラフティング
　　　　　　　　 　 　　　 ・ 一般条項       
　　　　　　　　 　　 　　　a. 不可抗力条項
　　　　　　　　 　　 　　　b. 解約条項
　　　　　　　　 　　 　　　c. 秘密保持条項
　　　　　　　　 　　 　　　d. 裁判管轄条項
　　　　　　　　 　　 　　　e. 仲裁条項
　　　　　　　　 　　 　　　 f.  完全合意条項
　　　　　　　　 　　 　　　g. 譲渡条項
　　　　　　　　 　　 　　　h. 通知条項
　　　　　　　　 　　 　　　 i .  準拠法条項など
　　　　　　　　 　 4. 準拠法指定の“綱引き”と民法改正
　　　　　　　　 　 　 （1）“綱引き”をなくすための国際物品売買条約（ウィーン条約）
　　　　　　　　 　 　 （2）民法（債権法）改正とウィーン条約の条文と私法ルールのグローバル化

 〔質疑応答〕　各個別テーマ内適宜対応、最終10分～15分程度予定しております

※12:00～13:00および適宜10分ほどの休憩がございます。
※プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

長谷川俊明法律事務所
弁護士　長谷川 俊明（はせがわ としあき）
〔略歴〕
昭和48年早稲田大学法学部卒。53年、米国ワシントン大学ロースクール法学修士。その後、ニューヨーク、ロンドンの法律事務所
にて実務に携わり、第一線の渉外弁護士として活躍中。
〔主要著書・論文〕
訴訟社会アメリカ（中公新書）、日米法務摩擦（中央公論新社） 個人情報保護・管理の基本と書式（第2版）、データ取引契約の基本
と書式（中央経済社） 英文契約一般条項の基本原則（中央経済社）ローダス21法律英語辞典（東京堂出版） 海外子会社のリスク管
理と監査実務（第2版）（中央経済社）ビジネス法律英語入門（日経文庫） 改訂版  条項対訳 英文契約リーディング（第一法規）改訂
版 法律英語と紛争処理（第一法規） 英文契約700のQ&A（「国際商事法務」誌上にて好評連載中）

講師紹介

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）
セミナーに関するお問い合わせ：seminar@westlawjapan.com
ウエストロー・ジャパン商品に関するお問い合わせ：support@westlawjapan.com


